
様式第２号 

 

堺 市 長 殿       

        

 

 

 

 

 堺市に納入する市営住宅使用料を口座振替又は自動払込により納入したいので、納付書等を下記金

融機関又は郵便局へ送付してください。 

（
入
居
名
義
人
） 

納
入
義
務
者 

住 所 
 申込日 

   年  月  日 

フリガナ  電話番号 

 

      局    番 
氏 名 

 

市
営
住
宅
等

の
表
示 

                       

 市営         住宅        棟         号室 

            団地        号館 
   

  
 

 

い
ず
れ
か
選
ん
で
記
入 

          銀行  信用金庫                      本店 
          信用組合 労働金庫                   支店（支所） 

            堺市農業協同組合                             出張所 

預金種目 
 普通  

口座番号(右づめで記入) 

       
 当座  

通帳記号 通帳番号（右づめで記入） 

１ 
   ０ の         

種目コード 166 契約種別 25 払込先口座番号 00950-8-960453 堺市収入役 

フリガナ  通帳使用印 

預貯金者名  

 

 

 

 

 上記について、本書を承認しました。 

                                 年  月  日 

 

 

                                                 金融機関承認印 

    金融機関名                               又は                  

                                                  受付郵便局日付印 

 

 

 

 

金融機関コード 支店コード 

       

 

印 

金
融
機
関
を
ご

指
定
の
場
合 

郵
便
局
を
ご

指
定
の
場
合 



 

 

取扱金融機関 

貯金事務センター 御中 

 

 

 

 

 

 堺市に納入する市営住宅使用料を口座振替又は自動払込により納入したいので、下記の約定を確認

の上、次のとおり依頼します。 

（
入
居
名
義
人
） 

納
入
義
務
者 

住 所 
 
 

申込日 
年  月  日 

フリガナ  電話番号 

 

      局    番 
氏 名 

 

市

営

住

宅

等
の
表
示 

                       

 市営         住宅        棟        号室 

            団地        号館 
   

  
 

 

い
ず
れ
か
選
ん
で
記
入 

          銀行  信用金庫                      本店 
          信用組合 労働金庫                   支店（支所） 

            堺市農業協同組合                             出張所 

預金種目 
 普通  

口座番号(右づめで記入) 

       
 当座  

通帳記号 通帳番号（右づめで記入） 

１ 
   ０ の         

種目コード 166 契約種別 25 払込先口座番号 00950-8-960453 堺市収入役 

フリガナ   

預貯金者名  

 

金
融
機
関
を
ご

指
定
の
場
合 

郵
便
局
を
ご

指
定
の
場
合 

◎振替日は、毎月末日（１２月

は２５日）で，金融機関の休業

日にあたる場合は翌営業日と

なります。 

◎振替開始時期は後日「口座振

替開始通知書」でお知らせしま

す。 

受付日付印 

約   定 

１ 私が堺市に納入すべき市営住宅使用料の納付書等が堺市から貴行（局）に送付されたときは、（局）

において、振替指定日に指定口座から私に通知することなく、納付書等に記載の金額を振替納入し

てください。 

２ 預貯金の払出手続については、当座勘定約定書、普通預金約定又は貯金規定にかかわらず、小切

手の振出又は預貯金通帳、及び預貯金払戻請求書の提出などいたしませんから、貴行（局）所定の

方法で処理してください。 

３ この口座振替又は自動払込による納付に係る領収書の発行については、請求いたしません。 

４ 指定口座の残高が振替日において納付書等の金額に満たないときは、私に通知することなく、堺

市にその納付書等を返却されても異議はありません。 

５ この口座振替又は自動払込契約は、貴行（局）が必要と認めた場合には、私に通知することなく、

解約されても異議はありません。 

６ この口座振替又は自動払込契約を解約する場合には、私から貴行（局）及び堺市へ連絡します。 

７ この取扱いについて、仮に紛議が生じても、貴行（局）の責によるものを除き、貴行（局）に迷

惑をかけません。 


